
入 札 公 告

下記のとおり一般競争入札に付します。
令和５年３月 ２日

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長

金 澤 武 好

記

１ 契約担当官等の官職及び氏名
支 出 負 担 行 為 担 当 官
警察大学校教務部会計課長 金 澤 武 好

２ 競争入札に付する事項
一式(1) 調達件名及び数量 警察大学校 校内消火栓設備消防用ホース更新工事

(2) 工 事 場 所 東 京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校
(3) 履 行 期 限 仕様書記載のとおり
(4) 工 事 内 容 本工事は、警察大学校屋内外の既存消火栓設備消防用ホースについて、更新

を行うものである。
入札金額は総価を記入すること。(5) 入 札 方 法 等
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ

ーセントに相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も
った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、
同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
、 」 、(3) 令和３・４年度の内閣及び内閣府所管の建設工事競争参加資格者であって ｢消防施設 において

Ａ、Ｂ又はＣのいずれかの等級に格付けされている者。 または、
令和４・５・６年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格 「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ）

の等級に格付けされている者であること。
(4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、
国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(5) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

契約条項を示す場所等４
(1) 入札説明書の交付方法

本公告の日から、令和５年３月17日（金）17時15分 まで下記(2)の場所において随時交付する。
（土日祝日を除く、8時30分～17時15分 (11時50分～12時50分を除く) ）。

(2) 入札説明書の交付場所
東京都府中市朝日町３－１２－１
警察大学校教務部会計課管財営繕係
※仕様説明等を行うため、来庁される場合は事前に電話にて下記問い合わせ先にご連絡していただ
いた後、来庁をお願いいたします ：事前連絡なしで来庁された場合、担当者が不在で仕様説明が後。
日になる場合があります。
問い合わせ先(3)
警察大学校教務部会計課管財営繕係
電話番号 ０４２－３５４－３５５０ 内線２１５１

競争参加資格を有することを証明する書類の提出場所並びに提出期限５
東京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校教務部会計課(1) 場 所

(2) 日 時 令和５年３月22日（水） 17時15分

６ 入札書の提出場所並びに提出期限
東京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校教務部会計課(1) 場 所

(2) 日 時 令和５年３月27日（月） 17時15分

７ 開札の場所及び日時
東京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校教務部会計課(1) 場 所

(2) 日 時 令和５年３月28日（火） 14時00分

８ その他
(1) 入札保証金

徴収免除
(2) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格の無い者のした入札及び入札条件に違反した入札。
(3) 契約書作成の要否

契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
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入 札 概 要

警察大学校に設置された屋内外の消火栓設備消防用ホースを更新する工事（ 更新「
作業 ）を実施するものである。」

１ 請負者は、契約後、速やかに更新作業に関する実施計画書を提出し、承認を受け
てから更新作業を開始すること

と。２ 消火栓へ消防用ホースを設置し既存ホースと交換するこ
・屋内消火栓用ホース 40A×15ｍ 使用圧0.7MPa ３７０本

内訳
本館 96本
寮棟 206本
図書館 2本
第一講堂 10本
国際棟 24本
術科棟 32本

・屋外消火栓用ホース 65A×20ｍ 使用圧0.9MPa ６本
消防用ホース仕様
設置するホースは既存ホース同等品以上とし、以下の仕様に適合するものとする。

（１）次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。
①消防法（昭和２３年法律第１８６号）
消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成２５年総務省令第２２号）①
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用する②
ねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成２５年総務省令第２３号）

（２）自主表示制度
ホース、差込式結合金具及び装着部は、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の適合
確認試験に合格したものであること。

（３）表示
ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の①
表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」
に合格した表示＜NS＞が付されていること。
差込式結合金具には、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するもので②
ある旨の表示＜消＞、又は、日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する
品質評価試験」に合格した旨の表示＜NS＞が付されていること。

③装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定評価を受けて 「装着部に対する認
定試験」に合格した旨の表示＜認＞が付されていること。

（４）色
白色とする。ホース色は

（５）保証
①設計、製作、材質等の原因によって生じた不良に対しては、受注者の負担において修理、
又は交換を行うこと。

②ホースは、一般的な使用状態において、その品質を納入日から１年間以上保証すること。

交換後の不用ホースについては、法律に基づき適正に処分すること。３
既設設置のホース規格は下記のとおり

・Yokoiﾎｰｽ Sen7 2012 使用圧0.7MPa 40×15m
コ第18～34号

・Yokoiﾎｰｽ Sen9 2012 使用圧0.9MPa 65×20m
コ第17～27号

４ 更新作業の完了
請負者は、更新作業の完了後、業務完了報告書を警察大学校に提出すること。
なお、業務完了報告書には、業務履行状況が確認できる写真を添付すること。


